
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●    浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽や維持管理に対するや維持管理に対するや維持管理に対するや維持管理に対する認識状況認識状況認識状況認識状況    

●●●●    法定検査法定検査法定検査法定検査    未受検者未受検者未受検者未受検者のののの未受検理由や受検指導の未受検理由や受検指導の未受検理由や受検指導の未受検理由や受検指導の状状状状況況況況    
61.636.615.60 20 40 60 80 100浄化槽の清掃・保守点検業者などから聞いて知ったその他（市町、知り合い、広報等）無回答 ％

維持管理に関する情報源（工事業者以外） ⇒管理者にとって，工事業者や各維持管理関係業者が主な情報源になっている。⇒管理者にとって，工事業者や各維持管理関係業者が主な情報源になっている。⇒管理者にとって，工事業者や各維持管理関係業者が主な情報源になっている。⇒管理者にとって，工事業者や各維持管理関係業者が主な情報源になっている。    ⇒法定検査の必要性に関する説明は，保守点検・清掃と比較して低い傾向がある。⇒法定検査の必要性に関する説明は，保守点検・清掃と比較して低い傾向がある。⇒法定検査の必要性に関する説明は，保守点検・清掃と比較して低い傾向がある。⇒法定検査の必要性に関する説明は，保守点検・清掃と比較して低い傾向がある。    ⇒関係業界が連携した維持管理の説明・普及啓発が十分でない。⇒関係業界が連携した維持管理の説明・普及啓発が十分でない。⇒関係業界が連携した維持管理の説明・普及啓発が十分でない。⇒関係業界が連携した維持管理の説明・普及啓発が十分でない。    

⇒法定検査⇒法定検査⇒法定検査⇒法定検査に対する理解が十分でないことや不信感が，未受検に繋がっている。に対する理解が十分でないことや不信感が，未受検に繋がっている。に対する理解が十分でないことや不信感が，未受検に繋がっている。に対する理解が十分でないことや不信感が，未受検に繋がっている。    ⇒未受検者に対する指導が十分でない。⇒未受検者に対する指導が十分でない。⇒未受検者に対する指導が十分でない。⇒未受検者に対する指導が十分でない。    

（アンケート調査結果の結果概要） 

工事業者から説明を受けた維持管理に関する内容 
68.263.841.42.9 30.7

0 20 40 60 80 100定期的な「保守点検」が必要定期的な「清掃」が必要設置後と、その後毎年1回の「法定検査」が必要その他覚えていない・分からないなど
％

15.611.90 20 40 60 80 100保守点検の必要性清掃の必要性 ％
保守点検業者 清掃業者 指定検査機関 各関係団体から説明を受けた内容 

34.914.20 20 40 60 80 100清掃の必要性法定検査の必要性 ％
25.811.40 20 40 60 80 100保守点検の必要性法定検査の必要性 ％

⇒法定検査に対する不信・不満が多い傾向がある。⇒法定検査に対する不信・不満が多い傾向がある。⇒法定検査に対する不信・不満が多い傾向がある。⇒法定検査に対する不信・不満が多い傾向がある。（説明がない，日程調整がされない，回数が多いのではないか，（説明がない，日程調整がされない，回数が多いのではないか，（説明がない，日程調整がされない，回数が多いのではないか，（説明がない，日程調整がされない，回数が多いのではないか，10101010～～～～15151515 分で帰る分で帰る分で帰る分で帰る    など）など）など）など）    ⇒⇒⇒⇒維持管理全体に対して不信・不満がある一方で，肯定的な意見も見られる。維持管理全体に対して不信・不満がある一方で，肯定的な意見も見られる。維持管理全体に対して不信・不満がある一方で，肯定的な意見も見られる。維持管理全体に対して不信・不満がある一方で，肯定的な意見も見られる。（日程調整してくれる，丁寧な説明，挨拶が良（日程調整してくれる，丁寧な説明，挨拶が良（日程調整してくれる，丁寧な説明，挨拶が良（日程調整してくれる，丁寧な説明，挨拶が良いいいい    など）など）など）など）    
 

⇒水環境の保全や浄化槽の各維持管理に対する理解が不足している。⇒水環境の保全や浄化槽の各維持管理に対する理解が不足している。⇒水環境の保全や浄化槽の各維持管理に対する理解が不足している。⇒水環境の保全や浄化槽の各維持管理に対する理解が不足している。    ●●●●    維持管理に関する維持管理に関する維持管理に関する維持管理に関する情報源情報源情報源情報源    

●●●●    自由意見自由意見自由意見自由意見    
75.3 72.2 43.8 32.0 24.7 12.4 4.6 3.6 18.00.020.040.060.080.0100.0

保守点検しているから不要 清掃しているから不要 検査料が高い 検査機関が信用できない 近所は受けていない 法定検査を知らなかった 受検の手続きが不明 保守点検・清掃業者から不要と言われた その他
％

法定検査を受検しない理由 

維持管理業者等に対する意識 7.6 5.6 0.78.317.6 13.7 5.416.3 1.212.4 1.28.3 1.00.70.010.020.030.0
不信・不満 肯定意見 要望 特になし その他

％ 維持管理全体保守点検清掃法定検査その他説明がない，回数が多い， 日程調整がされない， 10～15 分で帰る など 
 

日程を調整してくれる， 丁寧な説明， 挨拶が良い など 

 

 

 

 

 

浄化槽の適正な維持管理促進のための方策について 

～水環境保全と浄化槽の社会的信頼の確立に向けて～   （「浄化槽の適正な維持管理促進のための検討会」における意見のとりまとめ）  
 

 

概要版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年３月 

 

 

広島県環境県民局循環型社会課 

 

 

 

受けたことはない48%受けたことがある28%わからない22% 無回答2%
行政からの受検指導の有無 （未受検者） 

水環境保全のための浄化槽維持管理の必要性についての考え方 
45.7 35.559.440.9 54.123.2 13.410.417.40% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%全体受検者未受検者 定期的に保守点検、清掃を行い、法定検査で確認するべき清掃や保守点検を実施すれば、法定検査は必要ないその他・無回答 維持管理の実施義務に対する認識状況 

52.6 63.138.5 31.153.4 5.440.6 2.62.62.7 3.24.10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%全体受検者未受検者 知っていた（保守点検、清掃、法定検査） 知っていた（一部のみ） 全て知らなかった 無回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討・促進すべき具体検討・促進すべき具体検討・促進すべき具体検討・促進すべき具体的な取組的な取組的な取組的な取組案案案案    
浄化槽の意義・役割が浄化槽管理者に十分理解されることにより，浄化槽が適正に設置，管理され，恒久的な汚水処理施設として社会的役割を果たしている状態 

趣趣趣趣        旨旨旨旨    
■ 合併処理浄化槽の普及と汚水処理率の向上 ■ 公共用水域等の水質保全 ■ 生活環境の保全及び公衆衛生の向上 

これまでの取組 ◆市町への浄化槽事務（設置届等の受理,維持管理指導の事務等）の移譲による効率的な維持管理事務の実施 ◆技術上の基準項目を網羅した標準的な記録票様式を活用するなどした適正な保守点検・清掃業務の指導 ◆各市町の受検指導など適正な維持管理促進に向けた取組（例：広報，台帳精査，未受検者への文書指導等） ◆効率化検査の導入及び指定検査機関２機関による法定検査体制の整備 （ＢＯＤ検査を導入しガイドライン検査項目の一部を軽減，新検査体制の広報） ◆法定検査実施や受検促進についての県，市町，指定検査機関の定期的な連携，調整等 浄化槽管理者への意識調査結果の分析による課題の抽出 ①①①①浄化槽の基本的な認識状況浄化槽の基本的な認識状況浄化槽の基本的な認識状況浄化槽の基本的な認識状況    ➢水環境保全のための維持管理の必要性の理解不足 ②②②②保守点検，清掃，法定検査に対する認識状況及び実施状保守点検，清掃，法定検査に対する認識状況及び実施状保守点検，清掃，法定検査に対する認識状況及び実施状保守点検，清掃，法定検査に対する認識状況及び実施状況況況況    ➢各維持管理の目的・必要性の理解不足 ➢関係業界・機関の連携不足    ③③③③維持管理に関する実施義務の認識状況と情報源維持管理に関する実施義務の認識状況と情報源維持管理に関する実施義務の認識状況と情報源維持管理に関する実施義務の認識状況と情報源        ➢維持管理の実施義務や業務内容の理解不足 ④④④④行政の広報に対する認識状況・意見行政の広報に対する認識状況・意見行政の広報に対する認識状況・意見行政の広報に対する認識状況・意見        ➢広報が見られていない ⑤⑤⑤⑤保守点保守点保守点保守点検，清掃，法検，清掃，法検，清掃，法検，清掃，法定検定検定検定検査や浄化槽に対する意見査や浄化槽に対する意見査や浄化槽に対する意見査や浄化槽に対する意見    ➢業者業務に対する不信   ➢浄化槽台帳等情報の精度不足          ⑥⑥⑥⑥法定検査の未受検理由と指導状況法定検査の未受検理由と指導状況法定検査の未受検理由と指導状況法定検査の未受検理由と指導状況    ➢浄化槽管理者の不公平感の拡大 ➢これまでの法定検査受検指導の効果が低迷 対応策対応策対応策対応策のののの方向性方向性方向性方向性のののの検討検討検討検討    
課題の整理と対応策の方向性課題の整理と対応策の方向性課題の整理と対応策の方向性課題の整理と対応策の方向性    ○浄化槽管理者への働きかけ○浄化槽管理者への働きかけ○浄化槽管理者への働きかけ○浄化槽管理者への働きかけについてについてについてについて    
(課題) 分かりにくい広報資料，各主体による啓発・広報の統一性の無さ，事業者からの説明不足や時期遅延による効果の減退など ⇒⇒⇒⇒    〈〈〈〈対応策の方向性：浄化槽管理者に対する取組強化〉：浄化槽管理者に対する取組強化〉：浄化槽管理者に対する取組強化〉：浄化槽管理者に対する取組強化〉                                ☞保☞保☞保☞保(1)(1)(1)(1)，指，指，指，指(1)(1)(1)(1)，行，行，行，行(1)(1)(1)(1) ○維持管理関連業者等のスキルの維持・向上について○維持管理関連業者等のスキルの維持・向上について○維持管理関連業者等のスキルの維持・向上について○維持管理関連業者等のスキルの維持・向上について    
(課題) 業界団体内開催による研鑽意識の後退，外部情報の反映等スキルアップツールの不足，管理者の信頼獲得意識の低さなど ⇒⇒⇒⇒    〈〈〈〈対応策の方向性：事業者等の自主的な取組強化〉：事業者等の自主的な取組強化〉：事業者等の自主的な取組強化〉：事業者等の自主的な取組強化〉                                    ☞保☞保☞保☞保(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)，指，指，指，指(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)，行，行，行，行(2)(2)(2)(2) ○台帳等情報の精度向上について○台帳等情報の精度向上について○台帳等情報の精度向上について○台帳等情報の精度向上について    
(課題) 廃止施設等の混在など精度を欠く管理者情報による指導事務の手戻りの発生，独自仕様による情報処理労力の肥大など ⇒⇒⇒⇒    〈〈〈〈対応策の方向性：台帳等情報の精度向上・効率化の取組強化〉：台帳等情報の精度向上・効率化の取組強化〉：台帳等情報の精度向上・効率化の取組強化〉：台帳等情報の精度向上・効率化の取組強化〉            ☞指☞指☞指☞指(4)(4)(4)(4)，行，行，行，行(3)(3)(3)(3) ○○○○適正維持管理や未受検者指導について適正維持管理や未受検者指導について適正維持管理や未受検者指導について適正維持管理や未受検者指導について    
(課題) 指定検査機関による受検案内の効果の低下，市町の取組意欲や指導状況の相違，関係団体による個別実施など ⇒⇒⇒⇒    〈〈〈〈対応策の方向性：：：：関係者が連携した維持管理や未受検者指導強化〉関係者が連携した維持管理や未受検者指導強化〉関係者が連携した維持管理や未受検者指導強化〉関係者が連携した維持管理や未受検者指導強化〉            ☞指☞指☞指☞指(4)(4)(4)(4)，行，行，行，行(3)(3)(3)(3) 

浄化槽の適正な維持管理促進のための方策につい浄化槽の適正な維持管理促進のための方策につい浄化槽の適正な維持管理促進のための方策につい浄化槽の適正な維持管理促進のための方策についてててて    概要版概要版概要版概要版    ～水環境保全と浄化槽の社会的信頼の確立に向けて～～水環境保全と浄化槽の社会的信頼の確立に向けて～～水環境保全と浄化槽の社会的信頼の確立に向けて～～水環境保全と浄化槽の社会的信頼の確立に向けて～    

広島県における維持管理の現状 ■設置基数約181千基（24年度末）の適正な維持管理が必要 ■法定検査受検率(11 条) 58.7％(24 年度末) ＜目標＞ 27 年度末までに概ね 70％まで向上 （第３次広島県廃棄物処理計画） 
意識調査意識調査意識調査意識調査によるによるによるによる課題課題課題課題のののの抽出抽出抽出抽出        

現状現状現状現状とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの取組取組取組取組    
＜意識調査による分析＞ ← 法定検査不要という誤った認識 

 ← 各業務の説明不足，維持管理情報の提供のバラつき ← 維持管理情報が業者・機関止まり 
 ← 関係者が連携した説明や啓発の不足 
 ← 分かりにくさやＰＲ不足，取組のバラつき 
 ← 一部業者による短時間業務等への疑問 ← 廃止施設等の混在，精度を欠く情報での指導の手戻り 
 ← 約半分の浄化槽管理者が法定検査を未受検 ← 地域による取組状況の違い，関係者との連携不足 

各主体各主体各主体各主体の取組のまの取組のまの取組のまの取組のまとめとめとめとめ    
現現現現    状状状状    とととと    課課課課    題題題題    

浄化槽の適正な維持管理により目指す姿浄化槽の適正な維持管理により目指す姿浄化槽の適正な維持管理により目指す姿浄化槽の適正な維持管理により目指す姿     生活排水処理のための社会的基盤の一つである浄化槽について，生活排水処理のための社会的基盤の一つである浄化槽について，生活排水処理のための社会的基盤の一つである浄化槽について，生活排水処理のための社会的基盤の一つである浄化槽について，適正な維持適正な維持適正な維持適正な維持管理に向けた対応策を検討し，関係事管理に向けた対応策を検討し，関係事管理に向けた対応策を検討し，関係事管理に向けた対応策を検討し，関係事業者，指定検査機関，県及び市町の連携強化を図り業者，指定検査機関，県及び市町の連携強化を図り業者，指定検査機関，県及び市町の連携強化を図り業者，指定検査機関，県及び市町の連携強化を図り，，，，取取取取りりりり組むことにより，浄化槽の本来機能の発揮に不可欠な適正組むことにより，浄化槽の本来機能の発揮に不可欠な適正組むことにより，浄化槽の本来機能の発揮に不可欠な適正組むことにより，浄化槽の本来機能の発揮に不可欠な適正な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を浸透させる。な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を浸透させる。な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を浸透させる。な維持管理（保守点検・清掃・法定検査）を浸透させる。    保守点検・清掃業者 ① 浄化槽管理者の理解促進に向けた維持管理業務の説明・普及啓発 ・適正な維持管理義務の分かりやすい説明,リーフレット配布など 
(重点対象：未受検者，重点内容：法定検査) ・自らの業務内容の説明(業務前説明，HPを活用した周知)や料金等の理解を得るための説明 ・行政による取組と合わせて行う業界による「浄化槽の日」などを機会とした広報活動 ② 技術講習会等の開催（事業者対象） ・業務の取組や管理事例の紹介，接遇研修を含めた技術講習等《行政と連携》 ③ 標準的な記録票様式を参考として活用するなどした適正な維持管理 ④ 不適正判定浄化槽の適正な維持管理 ⑤ 浄化槽管理者の負担にならない日程調整 指定検査機関 ① 浄化槽管理者の理解促進に向けた維持管理業務の説明・普及啓発 ・適正な維持管理義務の分かりやすい説明,リーフレット配布など ・自らの業務内容の説明(業務前説明，ＨＰを活用した周知) ・興味を引く広報(リーフレット，ポスター，ＨＰなど) ・「浄化槽の日」などを機会とした広域的な広報活動 ② 浄化槽管理者講習会等の開催（管理者対象） ・水環境保全から見た浄化槽の役割や浄化槽管理者の維持管理義務の説明《行政と連携》 ③ 技術講習会等の開催（事業者対象） ・業務の取組や管理事例の紹介，接遇研修を含めた技術講習等《行政と連携》 ④ 不適正判定浄化槽の適正な維持管理の仕組みづくり《行政と連携》 ⑤ 浄化槽管理者への不適切対応の対処規定等の整理 ⑥ 浄化槽管理者の負担にならない日程調整 ⑦ 台帳整備の促進 ・市町と浄化槽台帳データの相互提供による浄化槽管理者の適切な把握 （重点対象：単独処理浄化槽） ⑧ 未受検者指導等の促進 ・未受検者への受検の働きかけによる受検の促進《行政と連携》 行 政 ① 浄化槽管理者の理解促進に向けた維持管理業務の説明・普及啓発 ・維持管理に関する周知方法の検討（より効果的な広報手段，分かりやすい説明内容等） ・広報紙・ＨＰ・ポスター・懸垂幕等による分かりやすく興味を引く広報の実施と「浄 化槽の日」などを機会とした広報活動の充実 ・工事業者を含めた各関係事業者等や地域の環境活動等と連携・協力した説明（共通  して使用できる説明素材やコンテンツの作成，関係事業者等への協力依頼等） ② 浄化槽管理者からの問い合わせの多い事項についてのＱ&Ａ等の作成検討 ③ 浄化槽管理者講習会等の開催 ④ 技術上の基準項目を網羅した記録票様式の活用等による適正な維持管理の 周知指導等 ⑤ 関係業界，指定検査機関と連携した技術講習会等の開催（開催協力，講師   の派遣等） ⑥ 優良事業者認証制度等の検討 ⑦ 浄化槽台帳の精査，整備の促進 ・下水道台帳や指定検査機関との台帳データの相互提供による浄化槽管理者 の適切な把握や精度向上，行政及び指定検査機関共通の管理機能の充実 ⑧ 浄化槽の休止制度の適切な運用の検討 ⑨ 指定検査機関と連携した法定検査未受検者への指導 ⑩ 浄化槽整備補助金申請への法定検査受検契約書（写）の添付など設置時に   受検を確認・認識できる仕組みづくりの検討 ⑪ 不適正判定浄化槽に対する助言，指導 ⑫ 維持管理指導や講習会への支援 ⑬ 市町に対する技術的支援及び取組への協力（県） 

工事業者等 ① 浄化槽管理者の理解促進に向けた維持管理業務の説明・普及啓発 ・適正な維持管理義務の分かりやすい説明,リーフレット配布など ・メーカーパンフレットへの維持管理内容の掲載 

 

☞ 保守点検・清掃業者等関係事業者の取組 (1) 浄化槽管理者の理解を促進するための説明・普及啓発の 促進 ○工事･保守点検･清掃業者による浄化槽管理者への説明，普及啓発 （水環境保全等への理解，保守点検，清掃，法定検査の維持管理 の必要性） (2) 技術上の基準に沿った保守点検・清掃実施等のための取組 促進 ○技術上の基準に沿った保守点検・清掃の適正実施に向けた取組 ○業務実務者のスキルアップ (3) 浄化槽管理者からの信頼が得られる事業者としての取組 促進 ○浄化槽管理者との日程調整や自らの業務内容等の丁寧な説明 ○浄化槽管理者の満足が得られる業務実施を業界全体へ広げるため の取組 ☞ 指定検査機関の取組 (1) 浄化槽管理者の理解を促進するための説明・普及啓発の 促進 ○指定検査機関による浄化槽管理者に法定検査の必要性の理解が得 られる説明，普及啓発 （水環境保全等への理解，保守点検，清掃，法定検査の維持管理 の必要性） (2) 浄化槽管理者から信頼の得られる法定検査業務の実施の ための取組促進 ○規定された方法等に沿った法定検査の実施 ○検査員・検査補助員のスキルアップ (3) 指定検査機関としての社会的信頼の向上のための取組促進 ○浄化槽管理者との日程調整や自らの業務内容等の丁寧な説明 ○浄化槽管理者の満足が得られる業務実施 (4) 法定検査受検促進のための取組促進 ○市町と連携した未受検者に対する受検指導 ☞ 行政の取組 (1) 浄化槽管理者の理解を促進するための説明・普及啓発の 促進 ○各関係事業者等と連携した浄化槽管理者に対する普及啓発 （単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進等浄化槽による水環境保全等への理解，保守点検，清掃，法定検査の維持管理の必要性，浄化槽に関する届出等の手続き） ○浄化槽管理者の理解が得られる説明 (2) 関係事業者等の適正な維持管理業務の実施と信頼性向上の 取組促進 ○技術上の基準，規定に沿った適正な維持管理実施に向けた取組の支援 ○適正実施や普及啓発活動に対するインセンティブの創設 (3) 浄化槽の適正な管理の促進 ○法定検査未受検者の指導の取組の推進 ○不適正判定浄化槽への助言・指導の取組の推進 ○浄化槽の管理者情報や管理情報の適切な把握 今後の対応等 ○検討内容を踏まえ，引き続き，県・市町や関係事業者等が具体的取組について意見交換・協議を進める必要がある。 ○取りまとめられた取組は，県・市町や関係事業者等が連携を図り，順次着実に推進する必要がある。 

☞☞☞☞    各主体各主体各主体各主体の取組のの取組のの取組のの取組のまとめまとめまとめまとめ    (※保:保守点検・清掃業者等，指:指定検査機関，行:行政) これまでの取組の評価や意識調査による課題等から得られる対応策の方向性を整理 

（「浄化槽の適正な維持管理促進のための検討会」における意見のとりまとめ）（「浄化槽の適正な維持管理促進のための検討会」における意見のとりまとめ）（「浄化槽の適正な維持管理促進のための検討会」における意見のとりまとめ）（「浄化槽の適正な維持管理促進のための検討会」における意見のとりまとめ）            広島県環境県民局循環型社会課広島県環境県民局循環型社会課広島県環境県民局循環型社会課広島県環境県民局循環型社会課    


